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第６条 乙は、協賛企業への再付与により得た対価を乙の収入として収受する。 

２ 乙は、前項に規定する対価の使途について事業年度ごとに事業計画書を作成し、当該年度

の前年度末までに甲に提出し、その承認を得なければならない。ただし、初年度の事業計画

書については、協賛企業等の決定後速やかに提出するものとする。 

３ 乙は、前項により提出した事業計画書の記載の内容にやむを得ず変更等が生じる場合は、

速やかに当該変更等の内容を記載した書類を甲に提出し、その承認を得なければならない 

（利益還元） 

第７条 乙は、前条第１項に定める収入の一部により、甲又は市民に対し、管理運営協定第

30 条に定めるところにより還元を行うものとする。 

（事業報告） 

第８条 乙は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、５

月 31 日までに甲に提出し、その承認を得なければならない。 

(1) ネーミングライツに係る取組状況 

(2) 協賛企業等に再付与した場合の収入状況及び対価の使途 

(甲による協定の破棄) 

第９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙に対して書面による通知をすること

により、本協定を破棄することができる。 

(1) 乙の違法行為その他乙の責に帰すべき事由により、乙の社会的信用が失墜したと客観的事実 

に基づき甲が認めたとき。 

(2) 乙が本協定に違反し、かつ、当該違反を是正すべき旨の甲の書面による通知を受けてから、 

30日以内にその違反が解消されないとき。 

(3) 乙が次条第１項各号に規定する理由によらず協定破棄の申出をしたとき。 

(4) 乙が札幌ドーム指定管理者募集要項に基づく申込資格を喪失したとき。 

（乙による協定の破棄） 

第10条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したときは、甲に対して書面による通知をすること

により、本協定を破棄することができる。この場合において乙は、甲から事前に状況を聴取しな

ければならない。 

(1) 甲の責に帰すべき事由により、本協定を維持することができないと認められるとき。 

(2) 甲が本協定に違反し、かつ、当該違反を是正すべき旨の乙の書面による通知を受けてから、 

30日以内にその違反が解消されないとき。 

（損害賠償） 

第11条 甲及び乙は、本協定に定める義務を履行しなかったために相手方に対して損害を与えた場

合、その損害を賠償しなければならない。 

２ 第９条の規定により本協定が破棄された場合において、甲に損害があるときは、乙は、その損

害を賠償しなければならない。 

３ 第10条の規定により本協定が破棄された場合において、乙に損害があるときは、甲は、その損

害を賠償しなければならない。 

４ 前３項の規定による損害額は、甲乙協議して定めるものとする。 






